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参
議
院
議
員
水
野
賢
一
君
提
出
国
家
戦
略
特
別
区
域
（
成
田
市
）
に
お
け
る
医
学
部
及
び
附
属
病
院
新
設
に
関
す
る
質

問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
御
指
描
の
参
議
院
議
員
相
原
久
美
子
君
提
出
国
家
戦
略
特
別
区
域
に
お
け
る
医
学
部
新
設
に
関
す

る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書
（
平
成
二
十
八
年
一
月
二
十
九
日
内
閣
参
質
一
九

O
第
一
七
号
）

一
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
と

お
り
で
あ
る
。

な
お
、
内
閣
府
、
文
部
科
学
省
及
び
厚
生
労
働
省
と
し
て
は
、

「
国
家
戦
略
特
別
区
域
に
お
け
る
医
学
部
新
設
に
関
す
る

方
針
」

（
平
成
二
十
七
年
七
月
三
十
一
日
内
閣
府
＠
文
部
科
学
省
＠
厚
生
労
働
省
決
定
。
以
下
「
方
針
」
と
い
う
。
）

に
お

い
て
、
国
際
的
な
医
療
人
材
の
育
成
と
い
う
目
的
に
沿
っ
た
医
学
部
と
す
る
た
め
の
留
意
点
を
示
し
、
千
葉
県
成
田
市
に
お

け
る
医
師
の
養
成
に
係
る
大
学
の
設
置
を
実
施
す
る
と
見
込
ま
れ
る
者
で
あ
る
学
校
法
入
国
際
医
療
福
祉
大
学
（
以
下
単
に

「
国
際
医
療
福
祉
大
学
」

と
い
う
。
）

の
当
該
留
意
点
へ
の
対
応
状
況
に
つ
い
て
、
平
成
二
十
七
年
十
一
月
二
十
日
に
、

医

学
教
育
に
知
見
を
有
す
る
専
門
家
の
意
見
を
聴
取
し
た
上
で
、
確
認
を
行
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
国
際
医
療
福
祉
大
学
が
新

設
す
る
意
向
を
有
し
て
い
る
医
学
部
に
お
い
て
は
留
学
生
を
含
め
た
学
生
全
員
に
対
し
て
国
際
的
な
医
療
人
材
の
育
成
の
た
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め
の
教
育
が
行
わ
れ
る
予
定
で
あ
る
と
承
知
し
て
い
る
。

二
に
つ
い
て

国
家
戦
略
特
別
区
域
に
お
け
る
医
学
部
の
新
設
に
当
た
っ
て
は
、
方
針
に
お
い
て
留
意
点
と
し
て
示
し
た
「
医
学
部
新
設

及
び
附
属
病
院
設
置
の
た
め
の
教
員
や
医
師
、
看
護
師
の
確
保
に
際
し
、
引
き
抜
き
等
に
よ
り
地
域
医
療
に
支
障
を
来
さ
な

い
よ
う
な
方
策
を
講
じ
る
こ
と
」
が
必
要
で
あ
る
。

そ
の
上
で
、
当
該
留
意
点
の
重
要
性
に
鑑
み
、
平
成
二
十
七
年
十
一
月

二
十
六
日
に
開
催
さ
れ
た
国
家
戦
略
特
別
区
域
会
議
合
同
会
議
に
お
い
て
、
厚
生
労
働
省
か
ら
国
際
医
療
福
祉
大
学
に
対
し
、

国
際
医
療
福
祉
大
学
の
教
員
へ
の
応
募
に
つ
い
て
は
、
海
外
か
ら
の
応
募
の
場
合
を
除
い
て
、
応
募
者
の
所
属
機
関
に
対
し
、

応
募
者
が
国
際
医
療
福
祉
大
学
ヘ
転
出
す
る
こ
と
で
当
該
所
属
機
関
の
医
療
活
動
に
与
え
る
影
響
が
な
い
旨
の
書
面
の
提
出

を
求
め
る
こ
と
並
び
に
国
際
医
療
福
祉
大
学
の
教
員
等
の
確
保
が
地
域
医
療
に
与
え
る
影
響
に
つ
い
て
検
証
及
び
評
価
を
行

う
こ
と
を
要
請
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
、
仮
に
千
葉
県
成
田
市
に
お
い
て
国
際
医
療
福
祉
大
学
の
附
属
病
院
が
開
設
さ

れ
る
場
合
は
、
現
状
で
は
、
同
市
を
含
む
二
次
医
療
圏
の
病
床
数
が
医
療
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
）
第
三
十

条
の
四
第
二
項
第
十
四
号
に
規
定
す
る
基
準
病
床
数
を
超
え
る
こ
と
と
な
る
こ
と
か
ら
、
当
該
附
属
病
院
の
開
設
に
つ
い
て

同
法
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
許
可
の
申
請
が
行
わ
れ
、
千
葉
県
知
事
が
同
項
に
規
定
す
る
病
院
の
開
設
の
許
可
の

mail
ハイライト表示



申
請
に
対
す
る
許
可
に
係
る
事
務
を
行
お
う
と
す
る
場
合
に
は
、
当
該
基
準
病
床
数
の
算
定
の
特
例
の
適
用
が
必
要
と
な
る

と
こ
ろ
、
当
該
特
例
の
適
用
が
適
切
に
行
わ
れ
る
よ
う
、
同
省
と
し
て
は
、
当
該
留
意
点
の
趣
旨
及
び
当
該
要
請
を
踏
ま
え

た
国
際
医
療
福
祉
大
学
の
対
応
状
況
を
考
慮
し
つ
つ
対
応
し
て
ま
い
り
た
い
。

三
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、

調
査
に
膨
大
な
作
業
を
要
す
る
こ
と
か
ら
、
網
羅
的
に
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
平

成
二
十
二
年
度
か
ら
平
成
二
十
六
年
度
ま
で
の
聞
に
お
い
て
地
方
公
共
団
体
が
事
業
の
た
め
に
土
地
を
買
い
入
れ
た
場
合
（
買

入
価
格
が
十
億
円
以
上
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
に
限
れ
ば
、
地
方
公
共
団
体
が
依
頼
し
た
不
動
産
鑑
定
業
者
に
よ
り
決
定

さ
れ
た
鑑
定
評
価
額
と
土
地
所
有
者
が
依
頼
し
た
不
動
産
鑑
定
業
者
に
よ
り
決
定
さ
れ
た
鑑
定
評
価
額
と
の
平
均
値
を
買
入

価
格
と
し
た
契
約
に
つ
い
て
は
把
握
し
て
い
な
い
が
、

土
地
所
有
者
が
依
頼
し
た
不
動
産
鑑
定
業
者
に
よ
り
決
定
さ
れ
た
鑑

定
評
価
額
を
買
入
価
格
と
し
た
契
約
に
つ
い
て
は
、
地
方
公
共
団
体
が
国
か
ら
固
有
財
産
を
買
い
入
れ
た
契
約
が
十
二
件
あ

る
こ
と
を
把
握
し
て
お
り
、
①
契
約
を
締
結
し
た
年
月
日
、
②
買
い
入
れ
た
地
方
公
共
団
体
、
③
買
入
価
格
を
契
約
ご
と
に

お
示
し
す
る
と
、

そ
れ
ぞ
れ
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

①
平
成
二
十
三
年
十
月
二
十
四
日

②
東
京
都
新
宿
区

③
四
十
六
億
八
百
万
円



①
平
成
二
十
四
年
一
月
三
十
一
日

①
平
成
二
十
四
年
二
月
二
十
八
日

①
平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
一
日

①
平
成
二
十
五
年
三
月
十
八
日

①
平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
二
日

①
平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
九
日

四

②
東
京
都
北
区

③
十
五
億
二
千
万
円

②
東
京
都

②
東
京
都

②
東
京
都

③
三
十
八
億
千
万
円

③
十
八
億
七
千
百
万
円

③
三
十
九
億
六
千
五
百
万
円

②
東
京
都
中
野
区

③
四
十
一
億
五
千
三
百
万
円

②
東
京
都

③
十
二
億
三
千
一
一
一
百
万
円

①
平
成
二
十
五
年
四
月
十
八
日

②
千
葉
県
船
橋
市

③
二
十
四
億
七
千
万
円

①
平
成
二
十
五
年
五
月
一
日

①
平
成
二
十
五
年
十
一
月
十
一
日 ②

東
京
都
品
川
区

②
東
京
都

③
二
十
七
億
千
八
百
万
円

③
百
五
十
八
億
五
千
万
円

①
平
成
二
十
七
年
三
月
十
六
日

②
東
京
都
中
野
区

③
七
十
八
億
六
千
万
円

①
平
成
二
十
七
年
三
月
十
七
日

②
東
京
都

③
十
四
億
二
千
万
円


